
Ⅰ　総額　　　１０億円

Ⅱ　取組項目ごとの考え方

１　将来のあり方に関する議論に係る取組

（１）将来課題の見通しや、あり方に関する議論に係る取組

（２）　財政状況の見える化の実施状況

Ｃランク以上

（３）　統一的な基準による地方公会計の整備状況

基準日までに財務書類・固定資産台帳を作成
している（R3決算分）

（４）　計画に基づく公共施設マネジメントの推進

２　複数市町村による取組み

令和４年度　実績

令和4年度　実績

算定対象
配分額実績

（１取組あたり）

1000万円町村の将来のあり方勉強会

～700万円

～500万円

50～1000万円

地域の未来予測

中長期財政シミュレーション

その他（過疎地域勉強会　等）

算定対象 配点

５～７点

配点

５点

算定対象

算定対象 配分額

算定対象

　（ア）広域的な施設整備

法令により実施が義務付けられている事務
事実上、市町村が実施すべき事務となっているもの
「広域連携に関する研究」報告書において提示されているモデル事例
小規模団体単独では対応が難しい事務の大規模団体による補完
その他、連携による人的・財政的メリットが大きく見込まれるもの

新設（本補助金の算定対象としている取組の実施に向けたもの）

基礎点

10～15点

７～10点

３点

１点

加点の内容

幹事

人的・財政的メリット

小規模団体への補完

施策の方向性

（２）自主的な合併に向けた取組

合併も選択肢に入れた研究会・勉強会への参画

配分額

～1400万円

算定対象

統合に向けた検討・協議

令和５年度　大阪府市町村振興補助金　交付限度額算定の考え方

（１）市町村間の広域連携体制の構築

　（エ）広域水道企業団との経営統合

公共施設再編計画の策定 ～500万円

事業の統合

配分額

総量縮減を含めた公共施設の再編計画の策
定状況等

広域連携
種別

協議会
一部事務組合
機関等の共同

設置

事務委託
連携協約

地方自治法に
基づかない連

携

広域連携に向
けた

研究会・検討
組織

算定対象

新しい組織の構築
既存の組織への新規団体加入

新規関係の構築

　（イ）広域的な人材確保

　（ウ）事務の共同処理　等

200～280万円



３　単独市町村による取組み

算定額の算出方法 備考

公共施設の統廃合　等

“地方行政サービス改革に関する取組状況等の調
査”において示される対象業務・施設の内、新た
に取り組んだ分野

持続的な行財政運営に特に資すると認められる取
組

（２）　自律化に向けた各市町村の独自取組　※経過措置

算定対象 備考

施設の廃止・民営化・統合
指定管理者制度の導入、業務委託　等

土地開発公社の解散　等

徴収体制の強化、納付方法の拡充

徴収体制の強化、納付方法の拡充

共同クラウド、単独クラウド

（財政効果が認められるもの）

（財政効果が認められるもの）

配分額
（１事務あたり）

40万円

10万円

　※　令和６年度移譲予定分のみ算定。

加点の内容

重点事務

―

算定対象

外部専門人材を活用し、DX推進業務を行っているもの

配分額実績
（１取組あたり）

算定額の算出方法
配分額実績

（１取組あたり)

配点算定対象

大阪府各部局、大阪府域地方税徴収機構への派遣 １～11点

配分額

200万円行財政改革プランの策定

（３）中核市移行：今年度は算定対象なし

（２）行財政改革の取組み

　（ア）持続的な行財政運営に係る計画

　※　団体ごとの財政規模を勘案のうえ、一定の財政効果が認められるものについて、算定。

　※　過年度分の取組については、R3・R4 年度の新規申請取組のうち当該年度に算定の対象となった取組に限り、
　　　引き続き算定することが適当と認められた場合は、上記ランクに応じて、その一定割合を算定。

公民連携推進体制の整備

新たな連携関係の構築

　（ウ）人材育成

算定項目

DX推進体制の整備

ランク・基礎点

算定対象

～200万円

200万円

DXを推進するための人員体制の整備
（例：情報担当職員の配置）

公民連携デスク（＝ワンストップ窓口）の設置等

基礎自治機能充実・強化に資する取組みで特に連携による効果が高いも
の

ⅲ　市町村民税の徴収向上に向けた体制強化

■公共施設の配置最適化に向けた取組

協議事務（附帯事務）

（４）権限移譲

算定対象

第１フェーズの事務
第２フェーズの事務
その他の事務

ランク・基礎点

Ｃ・２点 ～ Ａ・１０点

Ｃ・２点 ～ Ａ・１０点

Ｃ・２点

Ｃ・２点

Ａ・１０点～ＡＡ・２０点

Ｃ・２点

Ｃ・２点　～ＡＡ・２０点

算定項目

Ｃ・２点 ～ Ａ・１０点

Ｃ・２点

Ｃ・２点　～　Ａ・１０点

ⅰ公共施設の統廃合や運営管理体制の見直し

ⅱ病院・公社・三セク等の再編（廃止も含む）

■民間委託、指定管理者制度の導入

■持続的な行財政運営の確保に大きく寄与
する取組

（１）政策実現のための戦略的タイアップ

　（ア）DXの推進

算定項目

外部専門人材の活用

　（イ）公民連携

算定項目

行財政運営に資する実務研修

ⅳ　国民健康保険の徴収向上に向けた体制強化

取組状況

　（イ）持続可能な行財政運営に向けた個別課題の解決

算定対象

ⅴ　自治体クラウドの導入

ⅵ　自主財源の具体的確保策

ⅶ　その他の取組

　（ウ）自律化に向けた各市町村の独自取組



４　その他の取組

算定対象

・課題解決に係る具体性・継続性
・取組自体の先駆性・独自性
・府と市町村共通の施策課題への取組

配分額実績
（１取組あたり）

200万円

※中核市及び中核市要件を満たす市については、１・３（１）・３（２）を算定対象外とする。
※令和５年度において地方交付税法第10条第２項で規定する財源不足額のない市町村（同項ただし書きの規定による調整率が適用された結果、
　普通交付税が交付されない市町村を含む。）については、３（２）を算定対象外とする。

算定項目

市町村における施策課題への取組


